
（裏面に続きます） 

令和５年４月１日開始 

合併処理浄化槽新規設置事業者補助金について 

 

地域の活性化と水質保全を図るため、共同住宅・店舗・事務所等を新築し合併

処理浄化槽を新規設置される場合に補助金を交付します。 

 

１．補助要件 

下記に該当する方が補助対象となります。 
〇公共下水道全体計画区域のうち、事業計画に含まれていない区域及び特定 

用途制限地域のうち、特定沿道地区（公共下水道及び農業集落排水の供用 
開始区域を除く）において、共同住宅・店舗・事務所等を新築し合併処理 
浄化槽を設置される方。 

〇浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２ 
５年法律第２０１号）第６条第１項に基づく確認を受け、合併処理浄化槽 
を設置される方。 

〇合併処理浄化槽（５～５０人槽）を設置される方。 
〇市税及び水洗化事業の負担金、使用料等を滞納していない方。 

 

２．補助金額 

〇合併処理浄化槽の設置に要する経費に相当する額とし、以下のとおりとしま

す。  
合併処理浄化槽（人槽） 補助金額（上限） 

    5 人槽   ４１４千円 

  ６〜７人槽   ４７４千円 

 ８〜１０人槽   ６６０千円 

１１〜２０人槽 １，００２千円 

２１〜３０人槽 １，５４５千円 

３１〜５０人槽 ２，１２９千円 

 

３．補助金申請の手続き 

〇綾部市合併処理浄化槽新規設置事業者補助金交付申請書に必要書類を添付

して、下水道課へ申請してください。 
※必ず工事着工前に提出してください。 



提出書類 

 

（１）申請を行うとき 
 

〇綾部市合併処理浄化槽新規設置事業者補助金交付申請書 

 

〇審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し・建築確認通知書の写し 

 

〇設置場所の付近見取図 

 

〇他人の土地に合併処理浄化槽を設置する場合は、土地所有者の承諾書 

の写し 

 

〇申請者と工事施工者との工事請負契約を締結する書類の写し 

 

 

（２）浄化槽設置工事が完了後、実績報告書に必要書類を添付して、下水道課へ

報告してください。 

 

〇綾部市合併処理浄化槽新規設置事業者補助金実績報告書 

 

〇浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

 

〇浄化槽法定検査依頼書又は承諾書の写し 

 

〇施工写真 

                           
 
 
 
 
 
 

 
お問い合わせ先：綾部市上下水道部下水道課地域排水担当 

電 話 ０７７３－４２－４２９６ 
ＦＡＸ ０７７３－４２－４４０６ 


